
16 2024年（令和６年）12月号広報

　「狂犬病予防法」により、犬の飼い主は１年に１度、飼い犬に狂犬
病予防注射をすることが義務付けられています。令和６年３月２日以
降、まだ注射をしていない場合は、動物病院で注射をしてください。

狂犬病予防注射をしましょう

問まちづくり支援課☎0176-51-6726

病院名 所在地 電話番号 休診日

小笠原犬猫病院 元町西四丁目
７-36

☎0176-
22-3346 木曜日、日曜日・休日の午後

小山田獣医科クリニック 相坂字白上
248-82

☎0176-
23-3040 水・日曜日・休日の午後

草野動物病院 東十四番町
26-10

☎0176-
22-1594 日曜日、休日

ふれあい動物病院 西二十二番町
５-１

☎0176-
51-0911 土曜日の午後、日曜日、休日

ポー動物病院 三本木字下平
144-２

☎0176-
51-3754 土・日曜日・休日の午後

※市外の動物病院で注射をした場合などは、病院から交付される「狂犬病予防注
射済証」を持参の上、必ずまちづくり支援課で注射済票（手数料：550円）の交
付申請をしてください。注射済票の交付を受けない人は未注射と見なされますの
で、忘れずに手続きをお願いします。

令和６年度の接種期限　令和７年３月１日㈯

※年末年始の休診日については、各病院にお問い合わせください。

年末年始、令和７年１月年末年始、令和７年１月のごみ処理の日程

◆燃えるごみの収集は次のとおりです。収集日以外はごみを出さないでください。

◦年末年始は、各収集所の収集時間が通常時と異なる場合があります。
ごみは午前８時までに出してください（ごみ収集は午前８時から始まリます）。

　地域別収集曜日など詳しくは「家庭ごみ収集日程
表」や「ごみ収集アプリ」、ごみの自己搬入について
は広域事務組合ホームページからご確認ください。

▲ごみ収集アプリ QR コード

問広域事務組合事務局☎ 0176-28-2654

12 月 30 日㈪ 31 日㈫ １月１日㈬～５日㈰ ６日㈪～
燃えるごみ収集
（月・木曜日地区）

燃えるごみ収集
（火・金曜日地区） 休業 通常収集

ご確認ください！ 令和６年中に土地・家屋の状況に
変更があった人は申告が必要です

●土地の申告
▶地目変更の申告
対象　土地の用途を変更した人
※登記した人は不要です。
●家屋の申告
▶建築・増築・滅失の申告
対象　建物を建てた（増築を含む）、
または取り壊した人
▶家屋用途変更の申告
対象　家屋の用途を変更した人
※いずれも登記した人は不要です。
▶未登記家屋名義変更の申告
対象　相続・売買などにより未登
記家屋の名義を変更した人
※登記家屋の増築部分や車庫・物置
などが未登記である場合があります。
※未登記家屋は、税務課に名義変
更の届け出をする必要があります。
申告期限　12 月 27 日㈮
問税務課☎ 0176-51-6768（ 土地 ）、
0176-51-6769（ 家屋 ）

◆１月の「燃えないごみ」と「資源ごみ」の収集は次のとおりです。
本年度は例月通りの収集です。

収集地区 第１回目の週 第２回目の週 第３回目の週 第４回目の週

収集日程

令和７年１月
６日㈪
～

10日㈮

令和７年１月
13日㈪
～

17日㈮

令和７年１月
20日㈪
～

24日㈮

令和７年１月
27日㈪
～

31日㈮

市ホームページはこちらから▶

12月１日〜７日は雪
なだれ

崩防止週間です

　雪崩の危険は家の裏、生活道
路や通学路、スキー場などのレ
ジャー区域など、さまざまな形で
身近な場所に潜んでいます。兆候
を発見したら早めの避難を心掛け
てください。
雪崩の前兆現象の例
■雪の張り出し（雪

せ っ ぴ

庇）ができて
いる
■斜面をころころと雪のかたまり
（スノーボール）が転がってきた
■斜面に雪の割れ目（クラック）
ができた
問総務課☎ 0176-51-6703
県河川砂防課
☎ 017-734-9670　

◆年末年始のごみ処理施設の受け入れ日程は次のとおりです。

12 月 28 日㈯
12 月 29 日㈰～
１月３日㈮

４日㈯～

ごみ受け入れ 休業 ごみ受け入れ

家庭ごみ

処理施設への自己搬入


